
ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
一
九
）

ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向

阿　
　

部　
　

竹　
　

松

は
じ
め
に

二
〇
一
二
年
一
一
月
六
日
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
は
、
現
職
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（B

arack O
bam
a

）
大
統
領
の
民
主

党
大
統
領
候
補
者
と
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
（Joe B

iden
）
副
大
統
領
候
補
者
が
、
元
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ

（M
itt R

om
ney

）
共
和
党
大
統
領
候
補
者
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
選
出
の
下
院
議
員
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
副
大

統
領
候
補
者
を
破
っ
て
二
期
目
の
当
選
を
果
た
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
は
二
大
政
党
の
両
候
補
が
接
戦
で
あ
る
こ
と
を
報
道
し
て
い
た
が
、
世
論
調
査
社
や
大
学
の
分
析
専
門
家
の
調
査
結
果
で
は

オ
バ
マ
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
選
挙
日
の
午
後
一
一
時
一
五
分
（
東
部
時
間
）
に
は
、
殆
ど
の
テ
レ
ビ
放
送
局
が
オ
ハ
イ

オ
州
の
大
統
領
選
挙
人
票
が
す
べ
て
オ
バ
マ
に
投
じ
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
の
当
選
を
伝
え
た
。
選
挙
日
の
翌
日
の

三
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五
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一
一
月
七
日
、
東
部
時
間
の
午
前
一
時
頃
に
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
敗
れ
た
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
票
の
集
計
が

遅
れ
て
い
た
フ
ロ
リ
ダ
州
の
集
計
結
果
が
出
た
一
一
月
一
〇
日
ま
で
に
五
〇
州
と
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
投
票
結
果
が
確
定
し
た
。
バ
ラ

ク
・
オ
バ
マ
が
獲
得
し
た
大
統
領
選
挙
人
票
は
、
大
統
領
選
挙
人
票
総
数
の
五
三
八
票
の
う
ち
の
三
三
二
票
で
あ
っ
た
。
大
統
領
に
当
選

す
る
の
に
必
要
な
大
統
領
選
挙
人
票
数
（
二
七
〇
）
を
大
き
く
超
え
た
得
票
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
得
票
し
た

大
統
領
選
挙
人
票
は
二
〇
六
票
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
投
票
数
で
は
、
オ
バ
マ
候
補
者
の
得
票
数
は
、

六
五
、八
九
九
、六
六
〇
（
五
一
・
一
％
）
で
あ
り
、
ロ
ム
ニ
ィ
の
得
票
数
は
、
六
〇
、九
三
二
、一
五
二
（
四
七
・
二
％
）
の
僅
差
で
あ
っ
た
（
1
）

。

わ
が
国
で
は
、
国
会
議
員
選
挙
で
の
候
補
者
指
名
は
、
一
般
の
有
権
者
の
手
が
届
か
な
い
政
党
の
首
脳
部
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
、
金
権
政
治
を
一
掃
す
る
た
め
に
三
木
武
夫
元
総
理
大
臣
が
提
案
し
た
自
由
民
主
党
の
総
裁
予
備
選
挙
や
民
主
党
の
代
表
選

び
に
各
々
の
政
党
の
党
員
や
党
友
が
参
画
し
て
き
た
が
、
国
会
議
員
の
一
票
と
党
員
や
党
友
の
一
票
の
価
値
に
格
差
が
あ
る
た
め
に
、
総

裁
や
代
表
選
び
に
民
意
を
十
分
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
候
補
者
指
名
選
挙
は
、
わ
が
国

の
有
権
者
に
と
っ
て
は
馴
染
み
薄
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
大
統
領
選
挙
の
年
の
一
月
上
旬

か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
長
期
間
に
亘
っ
て
精
魂
を
傾
注
し
て
大
統
領
候
補
者
を
選
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
を
選
出

す
る
指
名
選
挙
運
動
期
間
中
の
方
が
本
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
よ
り
も
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
候
補
者
指
名
選
挙
で
選
挙
権
を
行
使
す

る
か
、
そ
れ
と
も
本
選
挙
で
選
挙
権
を
行
使
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
の
質
問
に
対
し
て
過

半
数
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
躊
躇
せ
ず
に
前
者
を
選
択
す
る
と
回
答
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
た
ち
は
、
候
補
者
選

び
の
指
名
選
挙
に
情
熱
を
燃
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
指
名
手
続
に
焦
点

を
絞
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
仕
組
に
つ
い
て
解
説
し
、
同
時
に
有
権
者
の
ど
の
層
が
い
ず
れ
の
政
党
の
候
補
者

四



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
二
一
）

に
投
票
し
た
か
に
つ
い
て
検
証
し
て
、
ア
メ
リ
カ
「
民
衆
」
政
治
の
動
向
を
探
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、
大
統
領
選
挙
の
仕
組

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
な
ら
び
に
副
大
統
領
は
、
通
常
、
候
補
者
指
名
選
挙
、
大
統
領
選
挙
人
選
出
選
挙
、
大
統
領
選
出
選
挙
の
三
行
程

を
経
て
選
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
候
補
者
も
三
行
程
を
経
て
も
大
統
領
に
選
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
第
四
行
程
の
連
邦
議
会
内
大
統
領

選
挙
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
の
下
院
が
大
統
領
を
選
出
し
、
上
院
が
副
大
統
領
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

1
．
候
補
者
指
名
選
挙

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
は
、
四
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
。
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
年
の
一
月
上
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で
の
期
間
に
、

各
政
党
が
各
州
で
開
催
す
る
予
備
選
挙
な
い
し
は
党
員
集
会
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
最
終
的
に
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
代
議

員
を
選
出
す
る
。
そ
し
て
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
七
月
初
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
期
間
に
各
々
が
開
催
す
る
全
国
政
党

大
会
で
自
党
の
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
。
二
〇
一
二
年
、
共
和
党
は
、
八
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
ま

で
フ
ロ
リ
ダ
州
の
タ
ン
パ
（T
am
pa

）
市
で
二
、二
八
六
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
て
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ（M

itt 

R
om
ney

）
を
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
、
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。
一
方
、
民
主
党
は
、

九
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
シ
ャ
ロ
ッ
ト
（C

harlotte

）
市
で
五
、五
五
二
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国

政
党
大
会
を
開
催
し
て
、
現
職
の
大
統
領
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（B

arack H
. O
bam
a

）
を
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
、
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ

ン
（Joe B

iden

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
大
政
党
か
ら
各
々
の
大
統
領
候
補
者
お
よ
び
副
大
統
領
候

補
者
が
全
国
政
党
大
会
で
指
名
さ
れ
る
と
、
九
月
の
第
一
月
曜
日
か
ら
本
格
的
な
大
統
領
選
挙
戦
が
開
始
す
る
。
小
政
党
か
ら
も
大
統
領

五
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候
補
者
が
選
出
さ
れ
る
が
、
小
政
党
は
、
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
て
候
補
者
を
指
名
し
て
い
な
い
。
大
抵
、
一
州
か
二
州
で
開
催
さ
れ

る
党
員
集
会
で
候
補
者
が
立
候
補
宣
言
を
す
る
程
度
で
あ
る
。

2
．
大
統
領
選
挙
人
選
出
選
挙

各
州
の
有
権
者
は
、
一
般
に
大
統
領
選
挙
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
（
2
）

の
選
挙
日
（
二
〇
〇
八
年
は
一
一

月
四
日
、
二
〇
一
二
年
は
一
一
月
六
日
）
に
、
自
党
の
大
統
領
候
補
者
に
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
の
一
団
に
一
票
を

投
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
州
の
有
権
者
は
、
個
々
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
一
人
ひ
と
り
に
一
票
を
投
ず
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の

比
例
代
表
区
選
挙
の
よ
う
に
政
党
別
に
名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
団
に
一
票
を
投
じ
る
。
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
大

統
領
選
挙
人
の
数
は
、
当
該
州
の
上
院
議
員
数
（
各
州
同
数
の
二
名
）
と
下
院
議
員
数
（
人
口
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
各
州
の
下
院

議
員
数
は
一
定
で
は
な
い
）
の
合
計
数
で
あ
る
。
人
口
が
最
も
多
い
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
大
統
領
選
挙
人
数
は
、
五
五
（
上
院
議
員
二
名
と

下
院
議
員
五
三
名
）
で
あ
る
。
人
口
の
最
も
寡
少
な
ア
ラ
ス
カ
州
の
大
統
領
選
挙
人
は
、
三
（
上
院
議
員
二
名
と
下
院
議
員
一
名
）
名
で
あ
る
。

各
州
の
各
政
党
は
、
当
該
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
数
と
同
数
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
を
立
候
補
さ
せ
て
い
る
。「
勝

者
全
票
一
括
得
票
方
式
」（w
inner-take all system

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
州
ご
と
の
票
集
計
の
結
果
、
他
党
の
大
統
領
選
挙
人

団
よ
り
も
一
票
で
も
多
く
得
票
し
た
政
党
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
が
全
員
当
選
す
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
政
党
は
、
当
該
州
の
大
統
領

選
挙
人
票
を
す
べ
て
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
他
の
政
党
か
ら
立
候
補
し
て
い
た
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
は
、

全
員
揃
っ
て
落
選
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
政
党
は
、
当
該
州
の
大
統
領
選
挙
人
票
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
る
。

3
．
大
統
領
選
挙
人
に
よ
る
大
統
領
選
出
選
挙

当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
一
二
月
の
第
二
水
曜
日
の
翌
週
の
月
曜
日
（
3
）

に
各
州
の
州
府
に
集
合
し
て
、
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補

六
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者
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続
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投
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向
（
阿
部
）

（
五
二
三
）

者
に
各
々
一
票
を
投
じ
る
。
各
当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
自
己
が
所
属
し
て
い
る
政
党
の
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
寝
返
り
を
打
っ
て
、
他
の
政
党
の
候
補
者
に
投
票
し
て
も
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
和
党
の
大
統
領
候
補

者
が
当
選
し
て
、
民
主
党
の
副
大
統
領
候
補
者
が
当
選
す
る
よ
う
な
こ
と
は
生
じ
な
い
。
当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
得
票
集
計
表
に
署
名

し
て
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
上
院
議
長
に
宛
て
て
送
付
す
る
。
翌
年
の
一
月
六
日
、
上
院
議
長
が
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
と
下
院
議
員
が
出

席
す
る
合
同
会
議
で
全
米
各
州
の
当
選
大
統
領
選
挙
人
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
得
票
集
計
表
を
開
票
す
る
。
そ
し
て
、
票
が
計
算
さ
れ
る
。

こ
こ
で
正
式
に
大
統
領
と
副
大
統
領
の
当
落
が
決
定
す
る
。
票
集
計
の
結
果
、
大
統
領
選
挙
人
総
数
（
4
）

の
五
三
八
の
過
半
数
で
あ
る
二
七
〇

以
上
の
大
統
領
選
挙
人
票
を
得
票
し
た
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補
者
が
当
選
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
候
補
者
も
大
統
領
選
挙

人
総
数
（
五
三
八
）
の
過
半
数
（
二
七
〇
）
を
得
票
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
大
統
領
と
副
大
統
領
の
選
出
は
連
邦
議
会
に
付
託
さ
れ
る
。

4
．
連
邦
議
会
内
大
統
領
選
挙

い
ず
れ
の
大
統
領
候
補
者
お
よ
び
副
大
統
領
候
補
者
が
大
統
領
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
票
を
得
票
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
上
位
得
票

者
三
名
以
内
の
候
補
者
か
ら
下
院
が
大
統
領
を
選
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
下
院
議
員
全
員
（
四
三
五
名
）
が
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、

各
州
一
名
の
代
表
者
（
5
）

が
投
票
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
の
会
議
の
定
足
数
は
、
五
〇
州
の
三
分
の
二
以
上

（
三
四
以
上
）
で
あ
る
。
代
表
者
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
過
半
数
得
票
者
が
大
統
領
に
当
選
す
る
。
当
選
者
が
大
統
領
に
就
任
す
る
一
月

二
〇
日
ま
で
に
下
院
が
大
統
領
を
選
出
で
き
な
い
場
合
に
は
、
副
大
統
領
に
当
選
し
た
者
が
大
統
領
の
職
務
を
代
行
す
る
。

上
院
は
、
副
大
統
領
を
選
出
す
る
。
副
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
の
会
議
の
定
足
数
は
、
上
院
議
員
全
員
（
一
〇
〇
名
）
の
三
分
の
二

以
上
（
六
七
名
以
上
）
で
あ
る
。
大
統
領
選
挙
で
の
副
大
統
領
候
補
者
の
上
位
得
票
者
二
名
の
う
ち
か
ら
上
院
議
員
が
副
大
統
領
を
選
出

す
る
。
投
票
の
結
果
、
出
席
議
員
の
過
半
数
票
を
獲
得
し
た
者
が
副
大
統
領
に
当
選
す
る
。

七
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二
、
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙

1
．
候
補
者
指
名
の
沿
革

大
統
領
候
補
者
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
国
家
が
誕
生
し
た
当
初
で
は
、
党
派
別
に
会
合
を
開
い
て
決
定
し
て
い
た
一
握
り
の
数
の
連
邦
議

会
議
員
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
統
領
は
、
各
州
の
州
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
大
統
領
選
挙
人
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て

い
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
民
主
主
義
（Jacksonian D

em
ocracy

）
と
呼
ば
れ
た
「
草
の
根
民
主
主
義
」（grass roots dem

ocracy;

大
衆
民
主

主
義
）
の
風
潮
が
高
ま
っ
た
一
八
二
四
年
に
初
め
て
大
統
領
選
挙
人
が
各
州
の
党
員
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
二
四
年
以
後
、
各
州
で
実
施
さ
れ
る
予
備
選
挙
（prim

ary election

）
ま
た
は
各
州
で
開
催
さ
れ
る
党
員
集
会
（caucus / 

convention

）
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
が
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
最
終
的
に
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
制
度
が
確
立
し
た
。
今
日
で

は
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
大
統
領
選
挙
の
年
の
一
月
上
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で
の
約
六
ヶ
月
間
に
日
程
が
組
ま
れ
た
予
備

選
挙
や
党
員
集
会
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
し
て
、
七
月
か
ら
九
月
の
第
一
月
曜
日
（
労
働
祭
祝
日
）
以
前
に
開
催

さ
れ
る
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
が
指
名
し
て
い
る
。

大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
手
続
に
は
、
党
員
集
会
（caucus
）
と
予
備
選
挙
（prim

ary election

）
が
あ
る
。
二
大
政
党
の
民
主
党
と

共
和
党
は
、
州
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
指
名
方
法
の
い
ず
れ
か
の
一
つ
を
選
択
し
て
、
各
政
党
の
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
全
国

政
党
大
会
で
指
名
す
る
た
め
の
代
議
員
を
選
出
し
て
い
る
。
党
員
集
会
を
採
択
す
る
か
、
そ
れ
と
も
予
備
選
挙
を
採
択
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
各
州
の
中
央
政
党
委
員
会
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

八
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2
．
州
単
位
の
候
補
者
指
名

1
）
党
員
集
会

二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
各
州
で
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
予
備
選
挙
を
行
う
か
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
全
国
政
党
大
会

で
一
名
の
党
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
党
員
集
会
は
、
党
員
が
集
会
を
開
い
て

討
議
を
し
た
上
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
し
た
り
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
支
持
す
る
決
議
を
し
た
り
す
る
各
政

党
の
候
補
者
を
指
名
す
る
機
関
の
一
つ
で
あ
る
。
党
員
集
会
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
に
な
っ
て
い
る
。
党
員
集
会
の
底
辺
に
は
、
投

票
区
党
員
集
会
（precinct caucus
）
と
呼
ば
れ
る
党
員
集
会
が
あ
る
。
そ
の
上
部
の
中
間
組
織
と
し
て
郡
党
員
集
会
（county caucus / 

convention

）、
タ
ウ
ン
党
員
集
会
（tow

n caucus / convention

）、
市
党
員
集
会
（city caucus / convention

）、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集

会
（district caucus / convention

）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
党
員
集
会
の
上
部
組
織
が
州
党
員
集
会
（state caucus / convention

）
で
あ
る
。

州
党
員
集
会
を
頂
点
と
し
て
最
下
位
の
投
票
区
党
員
集
会
ま
で
の
党
員
集
会
が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
段
階
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
各
段
階
の
党
員
集
会
は
、
当
該
段
階
の
政
党
委
員
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
最
下
位
の
投
票
区
党
員
集
会
は
、
政
党
委
員

会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
政
党
委
員
長
と
副
委
員
長
（
概
し
て
、
夫
婦
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
言
う
方
が

適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
制
度
の
下
で
は
、
州
中
央
政
党
委
員
会
の
意
向
が
全
党
員
に
伝
わ
り
易
い

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
党
の
首
脳
部
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
都
合
の
よ
い
党
員
集
会
は
、
政
党
の
首
脳
部
や
古
参

の
政
治
ボ
ス
に
支
配
さ
れ
易
い
候
補
者
指
名
機
関
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
そ
の
理
由
で
草
の
根
民
主
主
義
を
育
ん
で
き
た
多
く
の
ア

メ
リ
カ
の
有
権
者
に
は
余
り
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
。

党
員
集
会
は
、
各
党
の
大
統
領
候
補
者
、
連
邦
議
会
議
員
候
補
者
、
州
知
事
候
補
者
や
州
議
会
議
員
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
に
も
開

九
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催
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
四
年
ご
と
の
大
統
領
選
挙
の
年
に
開
催
さ
れ
て
、
大
統
領
候
補
者
を
全
国
政
党
大
会
で
指
名
す
る

た
め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
党
員
集
会
が
、
も
っ
と
も
活
気
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
は
、
全
米
各
州
に
先
駆
け
て
党
員
集

会
を
開
催
し
て
き
て
い
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
の
民
主
党
は
、
一
九
七
二
年
以
来
、
共
和
党
は
一
九
七
六
年
以
来
、
他
の
州
に
先
が
け
て
党
員

集
会
を
開
催
し
て
き
て
い
る
（
6
）

。
二
〇
一
二
年
に
は
ア
イ
オ
ワ
州
の
民
主
党
と
共
和
党
が
揃
っ
て
一
月
三
日
に
州
党
員
集
会
を
開
催
し
た
。

ア
イ
オ
ワ
州
の
一
、七
七
四
の
投
票
区
で
は
、
投
票
区
党
員
集
会
が
開
催
さ
れ
て
郡
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
投

票
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
そ
の
後
に
順
次
開
催
さ
れ
る
市
党
員
集
会
、
郡
党
員
集
会
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
、

州
党
員
集
会
に
出
席
し
て
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
へ
の
支
持
を
固
め
る
。
こ
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
で
は
、
各
州
と
も
殆

ど
同
じ
手
続
を
執
っ
て
い
る
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
や
シ
カ
ゴ
の
よ
う
な
大
都
市
で
は
最
下
位
の
党
員
集
会
は
、
区
党
員

集
会
（w

ard caucus / convention

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
で
は
、
タ
ウ
ン
党
員
集
会
（tow

n 

caucus / m
eeting

）
が
、
党
員
集
会
組
織
の
最
下
位
に
当
た
る
。
そ
の
他
の
州
で
は
、
投
票
区
党
員
集
会
が
、
候
補
者
を
指
名
す
る
最
下

位
の
組
織
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
投
票
区
は
、
人
口
が
一
、〇
〇
〇
か
ら
二
、〇
〇
〇
程
度
で
区
割
り
さ
れ
て
い
る
。
各
投
票
区
で
二
大
政

党
の
民
主
党
と
共
和
党
が
別
々
に
投
票
区
党
員
集
会
を
開
催
し
て
、
四
名
な
い
し
六
名
の
市
や
郡
の
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選

出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
選
出
さ
れ
た
代
議
員
た
ち
に
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
支
持
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に

お
け
る
委
任
は
、
白
紙
委
任
で
あ
っ
て
、
市
や
郡
の
党
員
集
会
で
彼
ら
の
主
張
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
。
投
票
区
党
員
集
会
で
は
、
事
実
上
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
に
支
持
を
表
明
す
る
決
議
を
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
市
や
郡
の
党

員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
だ
け
で
あ
る
と
理
解
す
る
方
が
無
難
で
あ
る
。
州
に
よ
っ
て
は
、
投
票
区
党
員
集
会
で
は
、
誰

を
次
期
大
統
領
候
補
者
に
推
奨
す
る
か
の
決
議
を
し
て
い
な
い
。
市
や
郡
の
党
員
集
会
に
出
席
し
た
代
議
員
は
、
投
票
区
党
員
集
会
で
な

一
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し
た
と
同
様
の
二
つ
の
決
議
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
と
、
自
党
の
大

統
領
候
補
者
と
し
て
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
議
を
し
て
選
出
さ
れ
た
代
議
員
に
委
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。

下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
は
、
比
較
的
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
西
部
の
殆
ど
の
州
の
共
和
党
で
は
、
郡
党

員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
次
に
掲
げ
る
三
つ
の
決
議
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
州
党

員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
と
州
党
員
集
会
に
出
席
し
な
い
で
直
接
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
。
次
に
、
選
出

さ
れ
た
代
議
員
に
当
該
州
の
党
員
が
支
持
す
る
大
統
領
候
補
者
に
州
党
員
集
会
と
全
国
政
党
大
会
で
投
票
す
る
よ
う
委
託
す
る
。
下
院
議

員
選
挙
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
が
州
党
員
集
会
に
出
席
し
な
い
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
の
で
、
下
院
議
員
選
挙
区
党

員
集
会
で
の
特
定
の
大
統
領
候
補
者
に
対
す
る
支
持
決
議
は
、
州
党
員
集
会
で
の
支
持
決
議
と
殆
ど
同
程
度
の
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
の
大
統
領
候
補
者
支
持
決
議
と
異
な
る
決
議
が
後
に
開
催
さ
れ
る
州
党
員
集
会
で
な
さ
れ
た
場
合
に

は
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
州
党
員
集
会
の
決
議
に
従
う
の
が
常
例
で
あ
る
。
大
抵
の
場
合
に
は
、
下

院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
の
大
統
領
候
補
者
支
持
決
議
が
自
動
的
に
州
党
員
集
会
の
決
議
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
、
州
党
員
集
会
で
異

な
っ
た
大
統
領
候
補
者
が
支
持
さ
れ
る
決
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

州
党
員
集
会
は
、
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
の
選
出
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

大
統
領
候
補
者
の
支
持
決
議
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
は
、
何
名
の
代
議
員
が
各
州
か
ら
全
国
政
党
大
会

に
出
席
で
き
る
か
で
あ
る
。
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
頃
に
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
数
は
、

各
州
の
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
の
総
数
と
同
数
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
上
院
議
席
数
（
各

二
名
）
に
下
院
議
席
数
を
加
え
た
総
数
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
民
主
党
も
共
和
党
も
全
国
政
党
大
会
に
各
州
か
ら
連
邦
議
会
議
員
数
の
二

一
一
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倍
の
代
議
員
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
7
）

。
一
九
七
六
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
に
全
米
五
〇
州
、
首
都
ワ
シ
ン

ト
ン
、
属
領
か
ら
出
席
し
た
代
議
員
の
総
数
は
一
、五
〇
三
名
で
あ
り
、
共
和
党
で
は
一
、一
三
〇
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
八
四
年
に

は
民
主
党
で
は
三
、九
三
三
名
と
な
り
、
共
和
党
で
は
二
、二
三
五
名
に
も
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
（
8
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
は
民
主
党
の
代

議
員
数
が
五
、五
五
二
名
と
な
り
、
共
和
党
の
そ
れ
は
二
、二
八
六
名
と
な
っ
て
い
る
（
9
）

。

2
）
予
備
選
挙

七
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
の
全
国
政
党
大
会
に
先
が
け
て
各
州
で
行
わ
れ
る
予

備
選
挙
は
、
候
補
者
に
と
っ
て
は
第
一
段
階
の
試
練
の
場
で
あ
る
。
予
備
選
挙
と
は
、
党
員
が
集
会
を
開
い
て
候
補
者
を
誰
に
す
る
か
に

つ
い
て
討
議
を
し
な
い
で
本
選
挙
と
同
様
、
党
員
各
自
が
直
接
、
投
票
場
に
赴
い
て
投
票
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を

支
持
し
て
い
る
代
議
員
候
補
者
を
選
出
す
る
各
州
の
民
主
党
と
共
和
党
の
指
名
機
関
の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
九
七
六
年
の
大
統

領
選
挙
の
年
ま
で
は
、
各
州
で
行
わ
れ
た
二
大
政
党
の
予
備
選
挙
は
、
一
種
の
人
気
投
票
の
よ
う
な
候
補
者
指
名
選
挙
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
各
州
の
予
備
選
挙
で
圧
倒
的
な
勝
利
を
お
さ
め
た
候
補
者
と
い
え
ど
も
、
最
終
的
に
一
名
の
大
統
領
候
補
者
が
選
任
さ

れ
る
全
国
政
党
大
会
で
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
予
備
選
挙
は
、
大
統
領
候
補
者
を

指
名
す
る
た
め
に
積
極
的
に
作
用
す
る
候
補
者
指
名
機
関
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
乱
立
し
た
大
勢
の
候
補
者
を
篩

（
ふ
る
い
）
に
か
け
て
選
別
す
る
消
極
的
な
作
用
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
の
悪
評
を
か
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
一
九
七
八
年
、
共
和
党
に
さ
き
が
け
て
民
主
党
は
、
党
規
約
に
「
代
議
員
拘
束
制
」
を
盛
り
込
ん
だ
。
こ
の
代
議
員
拘
束
制

と
は
、
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
に
選
出
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
全
国

政
党
大
会
の
初
回
投
票
で
必
ず
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
党
規
約
改
正
に
よ
っ
て
、
各
州
の
予
備

一
二
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選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
の
代
議
員
か
ら
支
持
を
取
り
付
け
た
候
補
者
が
全
国
政
党
大
会
で
自
動
的
に
大
統
領
候
補
者

に
指
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
党
の
綱
領
と
は
無
関
係
な
政
策
を
掲
げ
て
い
る
大
統
領
候
補
者
が
選
出
さ
れ
る
可
能
性

も
生
じ
て
き
た
。
ま
た
、
全
国
政
党
大
会
が
正
副
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
候
補
者
指
名
機
関
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
機
能

す
ら
も
果
せ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
八
一
年
に
民
主
党
は
、
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
知
事
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ン
ト

（Jam
es B

. H
unt, Jr.

）
を
委
員
長
と
す
る
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
委
員
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
委
員
会
で
改
善
策
が
講
じ
ら

れ
た
。
一
九
八
二
年
三
月
に
ハ
ン
ト
委
員
会
の
提
言
を
受
け
て
、
民
主
党
は
党
首
脳
部
の
影
響
力
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
党
組
織

の
強
化
の
一
環
と
し
て
代
議
員
拘
束
制
を
廃
止
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
「
代
議
員
誓
約
制
」（pledged delegate system

）
を
採
択
し
た
（
10
）

。

こ
の
代
議
員
誓
約
制
と
は
、
代
議
員
に
選
出
さ
れ
る
際
に
そ
の
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
全
国
政
党
大
会
で
必

ず
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
た
時
点
の
状
況
に
応
じ
て
代
議
員
が
随
意
に
支
持

候
補
者
を
変
更
し
て
投
票
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
代
議
員
誓
約
制
は
、
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て

い
た
大
統
領
候
補
者
に
投
票
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
何
ら
の
制
裁
も
課
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
寛
容
な
制
度
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
誓
約
代

議
員
に
追
加
し
て
非
誓
約
代
議
員
の
特
別
代
議
員
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
た

代
議
員
総
数
の
八
二
％
が
誓
約
代
議
員
で
あ
り
、
残
り
の
一
八
％
が
非
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会

に
出
席
し
た
四
、〇
四
七
名
の
代
議
員
の
う
ち
三
、二
五
三
名
（
八
〇
・
三
％
）
が
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
非
誓
約
代
議
員
の
特

別
代
議
員
（
連
邦
議
会
議
員
、
州
知
事
、
州
議
会
議
員
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
な
ど
）
が
七
九
四
名
（
一
九
・
七
％
）
で
あ
っ
た
（
11
）

。

一
方
、
共
和
党
は
民
主
党
に
な
ら
っ
て
一
九
八
〇
年
に
代
議
員
拘
束
制
を
採
用
し
た
が
、
代
議
員
を
拘
束
す
る
か
否
か
は
各
州
の
州
法

お
よ
び
各
州
の
政
党
の
綱
領
で
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
九
二
年
に
共
和
党
も
代
議
員
拘
束
制
を
廃
止
し
て
、
代
議
員
誓
約
制
を
採
択

一
三
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し
た
。
二
〇
〇
四
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
た
代
議
員
総
数
の
六
五
・
六
％
が
誓
約
代
議
員
で
あ
り
、
二
三
・
九
％
が
非
誓
約

代
議
員
で
あ
っ
た
（
12
）

。
残
余
の
一
〇
・
五
％
が
非
誓
約
の
特
別
代
議
員
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
二
、三
八
〇
名
の
代
議
員
（
出
席
し
た
代
議
員
二
、二
八
六
名
）
の
う
ち
一
、七
一
九
名
（
七
二
・
二
％
）
が
誓
約
代
議
員
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
残
余
の
五
六
七
名
（
二
三
・
八
％
）
が
非
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
（
13
）

。
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
に
は
、

全
代
議
員
数
（
二
、三
八
〇
）
の
最
低
過
半
数
の
一
、一
九
一
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
の
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
各
州
で
実
施
さ
れ
る
予
備
選
挙
は
、
避
け
て
通
ら
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
試
練
の
場
に
な
っ
た
。
各
候
補
者
は
、
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
誓
約
代
議
員
を
他
の
候
補
者
よ
り
も
よ
り
多
く

獲
得
す
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
今
日
で
は
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
は
、
大
統
領
候
補
者
を
第
一
義
的
に

指
名
す
る
た
め
の
政
党
の
機
関
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
備
選
挙
は
、
も
は
や
一
九
六
八
年
以
前
の
予
備
選
挙
の
よ
う
な
人
気

投
票
と
い
っ
た
性
格
の
予
備
選
挙
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
に
各
州
で
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
、
予
備
選
挙
を
行
う
か
の

い
ず
れ
か
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
に
は
、
党
員
集
会
を
開
催
し
た
州
は
、
二
〇
州
と
プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
、
ヴ
ァ
ー
ジ

ン
・
ア
イ
ラ
ン
ズ
属
領
、
サ
オ
マ
属
領
、
グ
ア
ム
属
領
、
ノ
ー
ザ
ン
・
マ
リ
ア
ナ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
で
あ
っ
た
。
予
備
選
挙
を
行
っ
た

州
は
、
三
五
州
と
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
、
プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
、
グ
ア
ム
属
領
で
あ
っ
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
や
ユ
タ
州
の
よ
う
に
、
民
主
党

が
党
員
集
会
を
開
催
し
、
共
和
党
が
予
備
選
挙
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
政
党
は
、
州
ご
と
に
独
立
し
た
組

織
に
な
っ
て
い
る
。
二
大
政
党
の
民
主
党
や
共
和
党
と
い
え
ど
も
、
わ
が
国
の
政
党
の
よ
う
に
全
国
組
織
の
政
党
本
部
を
有
し
て
い
な
い
。

二
大
政
党
の
各
州
の
政
党
中
央
委
員
会
を
頂
点
と
し
て
州
内
で
は
よ
く
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
大
統
領
選
挙
の
年
に
全
国
政
党
委
員
会
が

一
四
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組
織
さ
れ
る
が
、
全
国
政
党
委
員
会
は
自
党
か
ら
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
に
機
能
す
る
一
時
的
な
組
織
で
あ
っ
て
、
大
統
領
選
挙
が
終

わ
る
と
解
散
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
化
さ
れ
た
政
党
組
織
の
下
で
は
、
州
政
党
中
央
委
員
会
が
広
範
な
自
由
裁
量
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
党
の
第
一
目
的
で
あ
る
党
員
を
選
挙
で
議
員
に
当
選
さ
せ
る
選
挙
手
続
に
関
す
る
一
切
の

権
限
は
州
議
会
に
与
え
て
い
る
と
明
記
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
規
定
（
第
一
条
第
四
節
第
一
項
）
に
由
来
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

二
大
政
党
の
各
州
の
政
党
中
央
委
員
会
が
決
定
し
た
予
備
選
挙
を
行
う
か
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
の
議
案
が
州
議
会
を
難
な
く
通
過
す

れ
ば
、
他
に
伺
い
を
立
て
ず
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
、
二
大
政
党
の
各
政
党
が
各
州
で
行
う
予
備
選
挙
の
手
続
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
ず
か
な
が
ら
異
な
っ
て
い
る
。

3
．
二
〇
一
二
年
の
候
補
者
指
名
争
い

1
）
民
主
党

二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
現
職
の
大
統
領
が
民
主
党
か
ら
立
候
補
し
た
た
め
に
、
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た

め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
各
州
の
党
員
集
会
で
の
討
議
や
予
備
選
挙
で
の
投
票
は
、
概
ね
低
調
で
あ
っ
た
。
七
州
の
予
備
選
挙
で
現
職
大

統
領
の
オ
バ
マ
候
補
者
に
挑
戦
す
る
対
抗
馬
が
立
候
補
し
た
が
、
オ
バ
マ
候
補
者
を
支
持
す
る
代
議
員
数
を
脅
か
す
ほ
ど
の
代
議
員
数
を

獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
オ
バ
マ
候
補
者
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
三
日
ま
で
に
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
の
に
必
要
な
最
小

限
の
数
の
誓
約
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
（
14
）

。

2
）
共
和
党

予
備
選
挙
の
初
期
の
段
階
で
共
和
党
の
大
統
領
指
名
選
挙
戦
に
名
乗
り
出
た
知
名
度
の
高
い
候
補
者
は
、
連
邦
議
会
議
員
で
あ
り
前
の

自
由
擁
護
党
（L

ibertarian P
arty

）
候
補
者
で
あ
っ
た
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
（R

on P
aul

）、
二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
の
共
和
党
候
補
者
の

一
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
三
二
）

ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ケ
ィ
ン
（John M

cC
ain

）
の
選
挙
副
参
謀
で
あ
っ
た
元
ミ
ネ
ソ
タ
州
知
事
の
テ
ィ
ム
・
ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
（T

im
 P
aw
lenty

）、

元
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
（M

itt R
om
ney

）、
元
下
院
議
長
の
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
（N

ew
t 

G
ingrich

）
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
に
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
グ
リ
ー
ン
ヴ
ィ
ル
市
で
開
催
さ
れ
た
最
初
の
討
論
会

に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
ハ
ー
マ
ン
・
ケ
イ
ン
（H

erm
an C

ain

）、
元
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
知
事
の
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（G

ary 

Johnson

）、
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
、
テ
ィ
ム
・
ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
、
元
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
選
出
上
院
議
員
の
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン

（R
ich S

antorum

）
が
参
加
し
た
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
討
論
会
に
は
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
、
元
ユ
タ
州

知
事
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
（Jon H

untsm
an

）、
下
院
議
員
の
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
（M

ichele B
achm

ann

）
が
加
わ
っ
た
が
、

ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
討
論
会
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
が
開
催
さ
れ
た
時
よ
り
以
前
に
総
計
一
三
回
も

開
催
さ
れ
た
（
15
）

。

選
挙
戦
の
最
初
の
重
大
な
出
来
事
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
三
日
に
ア
イ
オ
ワ
州
の
エ
イ
ム
ズ
市
で
行
わ
れ
た
世
論
調
査
（A

m
es 

S
traw
 P
oll

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
論
調
査
で
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
が
最
高
の
支
持
率
を
得
た
。
支
持
率
が
低
か
っ
た
テ
ィ
ム
・

ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
は
、
選
挙
戦
か
ら
敗
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
共
和
党
の
保
守
派
の
有
権
者
は
、
ロ
ム
ニ
ィ
が
共
和
党
の

大
統
領
候
補
者
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
（D

onald T
rum
p

）、
サ

ラ
ー
・
パ
リ
ン
（S
arah P

alin

）、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
、
テ
キ
サ
ス
州
知
事
の
リ
ッ
ク
・
ペ
リ
ィ
（R

ich P
erry

）
が
選
挙
戦
か

ら
敗
退
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
の
一
〇
月
と
一
一
月
に
ハ
ー
マ
ン
・
ケ
イ
ン
と
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
台
頭
し
て
き
た
。
し
か
し
、

ケ
イ
ン
は
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
た
め
に
、
数
州
の
予
備
選
挙
の
投
票
用
紙
に
候
補
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

二
〇
一
一
年
の
歳
末
に
選
挙
戦
か
ら
敗
退
し
た
（
16
）

。

一
六



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
三
）

候
補
者
指
名
選
挙
の
初
頭
に
日
程
を
組
み
込
ん
だ
一
月
三
日
に
行
わ
れ
た
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
、
一
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た

ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
、
一
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
予
備
選
挙
で
各
々
異
な
っ
た
三
名
の

候
補
者
が
勝
利
し
た
の
は
、
共
和
党
の
歴
史
上
で
最
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
ア
イ
オ
ワ
州
と
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー
州
で
勝
利
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
で
は
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
ロ
ム
ニ
ィ
に
三
四
票
の
差
を

つ
け
て
勝
利
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
は
、
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
予
備
選
挙
で
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
の
得
票
二
八
％

と
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
の
得
票
一
七
％
に
対
し
て
四
〇
％
を
得
票
し
て
大
差
を
つ
け
て
勝
利
し
た
。
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、

ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
で
三
九
％
を
得
票
し
て
勝
利
し
た
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
か
な
り
の
数
の
候
補
者
が
候
補
者

指
名
行
程
か
ら
脱
落
し
た
。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
で
は
得
票
数
が
五
位
で
あ
っ
た
た
め
に
辞
退
し

た
。
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
で
は
三
位
で
あ
っ
た
の
で
辞
退
し
た
。
リ
ッ
ク
・
ペ
リ
ィ
は
、

サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
予
備
選
挙
で
の
得
票
数
が
低
か
っ
た
の
で
辞
退
し
た
。
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
は
、
も
と
も
と
ア
イ
オ
ワ

州
で
選
挙
運
動
を
集
中
し
て
展
開
し
て
い
た
が
、
ア
イ
オ
ワ
州
で
予
期
せ
ぬ
勝
利
を
お
さ
め
て
以
来
、
二
月
七
日
の
コ
ロ
ラ
ド
州
の
党
員

集
会
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
党
員
集
会
、
ミ
ゾ
ー
リ
州
の
予
備
選
挙
で
最
高
得
票
を
果
た
し
た
。
全
国
世
論
調
査
は
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン

が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
を
追
い
越
し
た
と
報
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
一
月
一
〇
日
の
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ

ナ
州
の
予
備
選
挙
で
勝
利
し
て
か
ら
三
月
六
日
に
一
一
州
が
予
備
選
挙
と
党
員
集
会
を
行
っ
た
ス
ー
パ
ー
・
テ
ュ
ー
ズ
デ
イ
（S

uper 

T
uesday

）
の
勝
利
を
含
め
て
総
計
一
四
州
で
勝
利
し
た
。
ス
ー
パ
ー
・
テ
ュ
ー
ズ
デ
イ
で
は
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
六
州
で
勝
利
し
、

リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
三
州
で
勝
利
し
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
出
身
州
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
一
州
で
勝
利
し
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
四
月
一
〇
日
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
は
、
彼
を
支
持
す
る
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
の
数
が
少
な
い
こ
と
、
出
身
州
の

一
七
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四
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（
五
三
四
）

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
で
の
支
持
率
が
低
い
こ
と
、
彼
の
娘
の
健
康
な
ど
を
配
慮
し
て
選
挙
運
動
を
中
止
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ

リ
ッ
チ
は
、
五
月
二
日
に
脱
落
し
た
。
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
が
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
の
敗
退
を
報
じ
た
直
後
、
共
和
党
全
国
政

党
委
員
会
は
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
共
和
党
の
暫
定
大
統
領
候
補
者
で
あ
る
旨
を
宣
言
し
た
。
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
は
、
表
向
き
に
は

候
補
者
指
名
選
挙
戦
線
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
五
月
一
四
日
に
選
挙
運
動
を
中
止
し
た
。

五
月
二
九
日
、
テ
キ
サ
ス
州
の
予
備
選
挙
で
勝
利
し
た
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
全
国
政
党
大
会
で
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名

さ
れ
る
の
に
十
分
な
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
。
六
月
五
日
の
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
と
数
州
の
予
備
選
挙
と
六
月
二
六
日
の
ユ
タ
州
の
予

備
選
挙
で
勝
利
し
た
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
（C

able N
ew
s N
etw
ork

）
が
七
月
二
七
日
報
じ
た
代
議
員
配
分
集
計
に
よ
る
と
、

共
和
党
の
代
議
員
総
数
一
、五
二
四
の
う
ち
の
一
、四
六
二
名
の
誓
約
代
議
員
と
六
二
名
の
非
誓
約
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
。
他
の
候
補

者
が
獲
得
し
た
代
議
員
数
は
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
二
六
一
、
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
が
一
五
四
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
一
四
二
、

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
が
一
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
が
一
、
そ
の
他
の
候
補
者
が
○
で
あ
っ
た
（
17
）

。

3
）
第
三
政
党
の
候
補
者
指
名
争
い（18）

⑴　

自
由
擁
護
党

自
由
擁
護
党
（L
ibertarian P

arty

）
か
ら
元
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
知
事
の
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（G

ary Johnson

）、
元
自
由
擁

護
党
全
国
政
党
委
員
会
副
委
員
長
の
リ
ー
・
ラ
イ
ツ
（R

. L
ee W

rights

）、
政
治
活
動
家
の
ジ
ム
・
バ
ー
ン
ズ
（Jim

 B
urns

）、
弁
護
士
の

カ
ー
ル
・
パ
ー
ス
ン
（C

arl P
erson

）
が
立
候
補
し
た
が
、
大
統
領
候
補
者
に
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
選
出
さ
れ
、
副
大
統
領
候
補

者
に
は
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
推
薦
し
た
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
裁
判
所
判
事
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
が
選
出
さ
れ
た
。
ゲ
ィ

リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
は
、
国
民
投
票
の
一
、二
七
五
、九
五
一
票
（
〇
・
九
九
％
）
を
得
票
し
た
。

一
八



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
五
）

⑵　

み
ど
り
党

み
ど
り
党
（G

reen P
arty

）
か
ら
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
で
「
み
ど
り
の
虹
党
」（G

reen-R
ainbow

 P
arty

）
の
委
員
長
の
ジ

ル
・
ス
テ
イ
ン
（Jill S

tein

）、
女
優
の
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
（R

oseanne B
arr

）、
み
ど
り
党
の
全
国
政
党
委
員
会
の
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア

選
出
の
代
議
員
で
あ
る
ケ
ン
ト
・
メ
ス
プ
レ
イ
（K

ent M
esplay

）、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
み
ど
り
党
の
常
連
の
候
補
者
で
あ
る
ハ
ー
レ
イ
・

ミ
ッ
ケ
ル
ソ
ン
（H

arley M
ikkelson

）
が
出
馬
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
ど
り
党
の
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙
は
、
概
ね
ジ
ル
・
ス
テ

イ
ン
と
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
の
二
人
の
候
補
者
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
は
、
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
大
統
領
予
備
選
挙

で
落
選
し
て
、
平
和
自
由
党
（P

eace freedom
 P
arty

）
の
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙
に
出
馬
し
た
た
め
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の

チ
ェ
リ
・
ホ
ン
カ
ラ
（C

heri H
onkala

）
が
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
た
。
ジ
ル
・
ス
テ
イ
ン
と
チ
ェ
リ
・
ホ
ン
カ
ラ
の
正
副
大
統

領
候
補
者
は
、
国
民
投
票
の
四
六
九
、五
八
三
票
（
〇
・
三
六
％
）
を
得
票
し
た
。

⑶　

憲
法
党

憲
法
党
（C

onstitution P
arty

）
か
ら
元
ヴ
ァ
ジ
ー
ニ
ア
州
選
出
の
連
邦
議
会
議
員
の
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
（V

irgil G
oode

）、
テ
ネ

シ
ー
州
の
弁
護
士
で
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
党
の
副
大
統
領
候
補
者
で
あ
っ
た
ダ
ー
レ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
ル
（D

arrell C
astle

）、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
の
大
学
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
コ
ー
チ
で
あ
る
ロ
ビ
ィ
・
ウ
エ
ル
ズ
（R

obby W
ells

）、
カ
ン
サ
ズ
州
の
看
護
婦
で
政
治
活
動
家
の
ス
ー

ザ
ン
・
デ
ュ
ー
シ
ィ
（S

usan D
ucey

）、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
ラ
ジ
オ
・
ト
ー
ク
・
シ
ョ
ー
の
タ
レ
ン
ト
で
政
治
評
論
家
の
ロ
ー
リ
ー
・
ロ

ス
（L

aurie R
oth

）
が
立
候
補
し
た
。
二
月
に
立
候
補
を
表
明
し
た
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
に
対
等
に
挑
戦
で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
（N

ashville

）
市
で
開
催
さ
れ
た
党
大
会
で
二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
時
に
憲
法
党
の
副
大
統
領
候
補
者
で
あ
っ
た

ダ
ー
レ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
ル
が
出
馬
を
表
明
し
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
は
、
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で
辛
う
じ
て
で
は
あ
っ
た
が
過

一
九
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研
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第
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二
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月
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（
五
三
六
）

半
数
票
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
憲
法
党
の
委
員
長
で
あ
っ
た
ジ
ム
・
ク
ラ
イ
マ
ー
（Jim

 C
lym
er

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。

ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
大
統
領
候
補
者
と
ジ
ム
・
ク
ラ
イ
マ
ー
副
大
統
領
候
補
者
は
、
国
民
投
票
の
一
二
二
、〇
〇
一
票
（
〇
・
〇
九
％
）

を
得
票
し
た
。

⑷　

正
義
党

正
義
党
（Justice P

arty

）
の
創
設
者
で
元
ユ
タ
州
の
ソ
ル
ト
・
レ
イ
ク
市
長
の
ロ
ッ
キ
ィ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（R

ocky A
nderson

）
が

立
候
補
し
た
。
副
大
統
領
候
補
者
に
詩
人
で
小
説
家
の
ル
イ
ス
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（L

uis J. R
odriguez

）
が
指
名
さ
れ
た
。
両
候
補
者
は
、

国
民
投
票
の
四
三
、〇
一
一
票
（
〇
・
〇
三
％
）
を
得
票
し
た
。

4
．
代
議
員
選
出
方
法

当
初
、
民
主
党
と
共
和
党
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
各
州
に
割
当
て
る
に
あ
た
っ
て
、
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
た

連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
に
し
て
い
た
。
民
主
党
は
、
一
九
三
六
年
ま
で
連
邦
議
会
議
席
数
を
基
準
と
し
て
各
州
に
代
議
員
数
を
割
当
て

て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
六
年
、
民
主
党
は
、
一
世
紀
来
の
伝
統
と
な
っ
て
い
た
連
邦
議
会
議
員
数
を
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
い
た
代

議
員
割
当
方
式
を
改
正
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
と
し
た
代
議
員
割
当
に
加
え
て
、
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
州
に
対

し
て
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
方
式
を
採
用
し
た
。
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
州
と
は
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
で
民
主
党
の
大
統
領
選
挙

人
団
を
当
選
さ
せ
た
州
や
民
主
党
の
上
院
議
員
ま
た
は
州
知
事
を
当
選
さ
せ
た
州
の
こ
と
で
あ
る
。

当
初
は
、
共
和
党
も
各
州
に
割
当
て
ら
れ
た
連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
と
し
て
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
数
を
各
州
に
配

分
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
共
和
党
議
員
の
少
な
い
南
部
諸
州
に
過
剰
な
数
の
代
議
員
が
割
当
て
ら
れ
、
共
和
党
議
員
の
多
い
北
部
諸

州
に
比
較
的
少
な
い
数
の
代
議
員
が
割
当
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
一
九
一
六
年
、
こ
の
偏
重
な
割
当
基
準
を
見
直
し
て
、
前
回
の
大

二
〇
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統
領
選
挙
、
上
・
下
院
議
員
選
挙
、
州
知
事
選
挙
で
各
々
の
共
和
党
の
候
補
者
が
得
票
し
た
票
数
に
応
じ
て
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
方

式
が
採
択
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
民
主
党
も
共
和
党
も
代
議
員
の
割
当
基
準
を
見
直
し
て
き
た
。
最
近
の
両
党
の
代
議
員
割
当
は
、
人
口
数
と
政
党
支
持
率
を

基
本
的
な
基
準
に
し
た
代
議
員
割
当
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
共
和
党
は
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
、
連
邦
議
会
議
員
選
挙
、
州
知
事
選
挙
に

お
け
る
共
和
党
候
補
者
へ
の
支
持
率
を
重
視
し
た
代
議
員
割
当
に
な
っ
て
い
る
。

5
．
代
議
員
各
州
割
当
基
準
（
19
）

⑴　

二
〇
一
二
年
の
共
和
党
代
議
員
（
総
数
二
、二
八
六
名
）
の
割
当
基
準

ⅰ　

各
州
に
一
〇
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅱ　

各
下
院
議
員
選
挙
区
に
三
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅲ　

二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
で
共
和
党
の
マ
ッ
ケ
イ
ン
候
補
に
大
統
領
選
挙
人
票
を
投
じ
た
州
に
四
・
五
名
の
代
議
員
を
割
当

て
る
。
さ
ら
に
、
当
該
州
の
大
統
領
選
挙
人
数
の
六
〇
％
に
相
当
す
る
員
数
の
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅳ　

下
記
の
場
合
に
は
、
追
加
一
名
の
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ａ　

共
和
党
の
上
院
議
員
を
選
出
し
て
い
る
場
合
、

ｂ　

各
州
の
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
の
少
な
く
と
も
半
数
が
共
和
党
議
員
で
あ
る
場
合
、

ｃ　

共
和
党
の
州
知
事
が
選
出
さ
れ
て
い
る
場
合
、

ｄ　

州
議
会
の
下
院
で
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
る
場
合
、

ｅ　

州
議
会
の
両
議
院
で
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
る
場
合
、

二
一
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月
）

（
五
三
八
）

ⅴ　

サ
モ
ア
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅵ　

首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
一
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅶ　

グ
ア
ム
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅷ　

プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
属
領
に
二
〇
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅸ　

ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

⑵　

二
〇
一
二
年
の
民
主
党
代
議
員
（
総
数
五
、五
五
二
名
）
の
割
当
基
準

Ａ　

誓
約
代
議
員

ⅰ　

過
去
三
回
の
大
統
領
選
挙
（
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
八
年
）
で
民
主
党
の
候
補
者
に
投
じ
た
州
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
を

含
む
）
の
国
民
投
票
数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅱ　

過
去
三
回
の
大
統
領
選
挙
（
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
八
年
）
で
民
主
党
の
す
べ
て
の
候
補
者
に
投
じ
た
総
国
民
投
票

数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅲ　

二
〇
一
〇
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
い
て
各
州
に
割
当
て
ら
れ
た
大
統
領
選
挙
人
数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅳ　

全
州
と
属
領
に
大
統
領
選
挙
人
総
数
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅴ　

サ
モ
ア
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅵ　

グ
ア
ム
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅶ　

ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅷ　

海
外
滞
留
の
民
主
党
員
に
は
一
二
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
が
、
一
票
の
投
票
権
し
か
与
え
な
い
。

二
二



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
九
）

ⅸ　

プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
に
四
四
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

Ｂ　

非
誓
約
代
議
員

ⅰ　

民
主
党
州
知
事
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
市
長
を
含
む
）、

ⅱ　

民
主
党
下
院
議
員
、

ⅲ　

民
主
党
上
院
議
員
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
二
名
の
上
院
議
員
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
を
含
む
）、

ⅳ　

民
主
党
全
国
政
党
委
員
会
委
員
、

ⅴ　

民
主
党
首
脳
部
（
前
民
主
党
大
統
領
、
現
民
主
党
大
統
領
、
下
院
と
上
院
の
役
職
者
、
民
主
党
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
）
は
、
非
誓
約

代
議
員
と
す
る
。

6
．
全
国
政
党
大
会

1
）
開
催
地
の
選
定

二
大
政
党
の
全
国
政
党
大
会
（national convention
）
は
、
一
八
三
二
年
以
来
、
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
政
党
の
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
近
年
で
は
全
国
政
党
大
会
は
、
四
年
ご
と
に
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
年
の
七
月
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
特

定
の
都
市
で
開
催
さ
れ
て
き
た
。
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
る
前
年
の
一
二
月
か
、
そ
の
年
の
一
月
に
各
政
党
の
全
国
政
党

委
員
会
（party ’s national com

m
ittee

）
が
開
催
さ
れ
て
、
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
時
期
、
開
催
都
市
、
各
州
か
ら
何
名
の
代
議
員

を
全
国
政
党
大
会
に
出
席
さ
せ
る
か
の
基
準
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
各
州
の
州
中
央
政
党
委
員
会
（state central party com

m
ittee

）

に
開
催
の
通
知
を
す
る
。
全
国
政
党
大
会
の
開
催
地
は
、
都
市
の
施
設
、
都
市
な
ら
び
に
都
市
の
商
人
が
政
党
大
会
の
費
用
を
負
担
す
る

か
否
か
、
そ
の
都
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
政
治
上
の
意
義
が
あ
る
か
等
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
決
定
さ
れ
る
。
近
年
、

二
三
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五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
四
〇
）

シ
カ
ゴ
市
や
フ
ィ
ラ
デ
ー
ル
フ
ィ
ア
市
は
、
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
滞
り
な
く
そ
の
任
務
を
果
た
し
て
き
た
。
し

か
し
、
シ
カ
ゴ
市
の
よ
う
な
大
都
市
で
も
代
議
員
と
そ
の
家
族
、
代
理
人
、
傍
聴
者
、
報
道
関
係
者
を
含
め
て
総
計
五
〇
、〇
〇
〇
人
以

上
が
集
会
す
る
大
会
場
を
提
供
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
交
通
、
ホ
テ
ル
、
そ
の
他
の
施
設
の
混
乱
等
を
考
慮
す
る

と
、
大
都
市
は
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
比
較
的
交
通
の
便
利
な
郊
外
都
市
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・

ジ
ャ
ー
ジ
ィ
州
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
テ
ィ
市
や
宿
泊
施
設
が
備
わ
っ
て
い
る
フ
ロ
リ
ダ
州
の
マ
イ
ア
ミ
・
ビ
ー
チ
な
ど
の
都
市
が

全
国
政
党
大
会
の
開
催
地
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
六
四
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
テ
ィ
市
で
開
催

さ
れ
た
が
、
一
九
七
二
年
に
は
マ
イ
ア
ミ
・
ビ
ー
チ
市
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
、
急
速
な
人
口
増
加
に
伴
っ
て
現

在
で
は
五
五
人
も
の
大
統
領
選
挙
人
を
も
つ
全
米
最
大
の
人
口
を
擁
す
る
州
に
な
っ
た
た
め
に
、
民
主
党
も
共
和
党
も
き
そ
っ
て
こ
の
大

票
田
を
一
括
し
て
獲
得
す
る
意
向
も
あ
っ
て
、
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
諸
都
市
が
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
が
、
一
九
九
二
年
の
初
春
に
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
で
暴
動
が
起
っ
た
た
め
に
、
一
九
九
二
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
は
、

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
で
開
催
さ
れ
た
。
共
和
党
の
全
国
政
党
大
会
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
支
持
者
の
多
い
テ
キ
サ
ス
州
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
市
で

開
催
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
共
和
党
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ー
ル
フ
ィ
ア
市
で
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
三
日
ま
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催

し
た
。
一
方
、
民
主
党
は
、
八
月
一
四
日
か
ら
八
月
一
七
日
ま
で
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
四
年

に
は
、
民
主
党
は
、
七
月
二
六
日
か
ら
二
九
日
ま
で
ボ
ス
ト
ン
市
で
開
催
し
、
共
和
党
は
、
八
月
三
〇
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
ニ
ュ
ー
・

ヨ
ー
ク
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
民
主
党
は
、
八
月
二
五
日
か
ら
二
八
日
ま
で
コ
ロ
ラ
ド
州
の
デ
ン

ヴ
ァ
ー
市
で
四
、二
〇
七
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
一
方
、
共
和
党
は
、
九
月
一
日
か
ら
九
月
四
日
ま
で

二
四
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メ
リ
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五
四
一
）

ミ
ネ
ソ
タ
州
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
・
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
市
で
二
、三
八
〇
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
一
二
年

に
は
、
共
和
党
は
八
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
フ
ロ
リ
ダ
州
の
タ
ン
パ
市
で
二
、二
六
八
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を

開
催
し
た
。
一
方
、
現
職
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
に
内
定
し
て
い
た
民
主
党
は
、
党
の
結
束
を
図
る
た
め
に
九
月

三
日
か
ら
五
日
ま
で
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
キ
ャ
ロ
ッ
ト
市
で
五
、五
五
二
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。

2
）
開
会
と
臨
時
議
長
の
選
出

全
国
政
党
大
会
の
会
議
順
序
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
全
国
に
報
道
し
て
い
る
今
日
で
さ
え
も
、
さ
ほ
ど
革
新
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
最
初
に
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
（national chairm

an

）
が
全
国
政
党
大
会
の
開
催
を
宣
言
す
る
。
次
に
、
出
席
者
全

員
が
起
立
し
て
国
歌
斉
唱
を
し
て
黙
祷
を
す
る
。
続
い
て
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
が
全
国
政
党
大
会
開
催
都
市
の
市
長
と
開
催
地
の

州
知
事
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
市
長
な
い
し
は
州
知
事
が
歓
迎
演
説
を
す
る
。
そ
の
後
に
全
国
政
党
委
員
会
書
記
長
が
、
全
国
政
党
大

会
に
出
席
し
て
い
る
代
議
員
の
点
呼
を
と
る
。
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
は
、
臨
時
議
長
（tem

porary chairm
an

）
の
た
め
に
作
成
し
た

全
国
政
党
委
員
会
の
推
薦
状
を
提
出
す
る
。
臨
時
議
長
は
、
代
議
員
の
満
場
一
致
の
口
頭
で
も
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
臨
時
議
長
は
、
基
調

演
説
（keynote address

）
を
す
る
。
こ
の
基
調
演
説
は
、
約
一
時
間
程
度
で
終
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
感
情
の
こ
も
っ
た
演
説
は
他
に
あ
る

ま
い
と
思
わ
れ
る
程
の
名
演
説
で
あ
る
。
臨
時
議
長
に
は
、
通
常
、
党
内
で
傑
出
し
た
人
材
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
雄
弁
家
と
し
て
著
名
な

人
物
が
選
出
さ
れ
る
。
臨
時
議
長
が
弁
ず
る
基
調
演
説
は
、
自
党
を
絶
賛
し
、
対
立
政
党
の
悪
政
を
非
難
し
、
自
党
の
歴
代
の
英
雄
を
指

摘
し
て
絶
賛
し
、
過
去
に
お
け
る
自
党
の
勝
利
を
た
た
え
、
自
党
の
理
念
を
表
明
す
る
刺
激
的
で
格
調
高
い
文
言
で
綴
ら
れ
た
内
容
で
あ

る
。
そ
し
て
、
い
か
に
自
党
が
国
家
の
政
治
に
貢
献
し
て
い
る
か
を
訴
え
て
締
め
括
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
臨
時
議
長
は
、
雄
弁
と
感
動

に
満
ち
た
演
説
を
行
っ
た
の
ち
、
全
国
政
党
大
会
の
正
式
議
長
に
バ
ト
ン
を
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
臨
時
議
長
の
最
も
重
要
な
任
務
を
終
え

二
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る
。
全
国
政
党
大
会
は
、
通
常
、
三
日
な
い
し
は
四
日
間
の
日
程
の
後
に
そ
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
国
政
党
大
会
開

幕
後
の
二
日
目
に
全
国
政
党
大
会
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
全
国
政
党
大
会
の
委
員
会
が
招
集
さ
れ
る
。

3
）
委
員
会
の
招
集

全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
て
二
日
目
に
二
大
政
党
共
に
全
国
政
党
大
会
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
四
つ
の
委
員
会
が
招
集
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
は
次
の
四
委
員
会
で
あ
る
。

ⅰ　

信
任
委
員
会
（com

m
ittee on credential

）

ⅱ　

常
設
役
員
委
員
会
（com

m
ittee on perm

anent organization

）

ⅲ　

会
議
規
則
運
営
委
員
会
（com

m
ittee on rules and order of business

）

ⅳ　

政
策
決
定
委
員
会
（com

m
ittee on platform

 and resolution

）

信
任
委
員
会
は
、
各
州
で
選
出
さ
れ
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
い
る
代
議
員
が
正
規
の
代
議
員
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
し
て
、
全
国

政
党
大
会
で
の
投
票
権
を
認
め
る
。
常
設
役
員
委
員
会
は
、
全
国
政
党
大
会
の
た
め
の
常
設
役
員
を
推
薦
す
る
機
能
を
果
た
す
。
会
議
規

則
運
営
委
員
会
は
、
全
国
政
党
大
会
の
大
会
手
続
を
統
轄
す
る
規
則
を
制
定
し
て
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
。
政
策
決
定
委
員
会
は
、
全
国

政
党
大
会
に
対
し
て
綱
領
を
起
草
し
て
提
出
す
る
任
務
を
果
た
す
。
政
策
決
定
委
員
会
以
外
の
各
委
員
会
は
、
各
州
一
名
の
代
議
員
で
構

成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
五
〇
州
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、
政
策
決
定
委
員
会
以
外
の
各
委
員
会
は
、
五
〇
名
の
代

議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
政
策
決
定
委
員
会
は
、
各
州
一
名
の
男
性
代
議
員
と
各
州
一
名
の
女
性
代
議
員
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
民
主
党
は
、
一
九
四
〇
年
に
政
策
決
定
委
員
会
に
女
性
委
員
を
加
え
る
と
い
う
革
新
を
な
し
た
。
続
い
て
、
共
和
党
は
、

一
九
四
四
年
に
政
策
決
定
委
員
会
に
女
性
委
員
を
加
え
た
。
現
在
、
民
主
党
な
ら
び
に
共
和
党
全
国
政
党
大
会
の
政
策
決
定
委
員
会
は
、

二
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一
〇
〇
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
委
員
会
は
、
各
州
一
名
な
い
し
は
二
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
委
員
は
、

概
し
て
、
各
州
の
代
議
員
代
表
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
。
代
議
員
代
表
は
、
概
し
て
、
州
知
事
で
あ
る
。

4
）
大
統
領
候
補
者
の
指
名
行
程

全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
て
三
日
目
か
四
日
目
に
、
全
国
政
党
大
会
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
投
票
が
行

わ
れ
る
。
そ
の
投
票
行
程
に
入
る
前
に
、
数
名
の
者
に
特
定
の
候
補
者
に
支
持
を
表
明
す
る
推
薦
演
説
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
こ

の
推
薦
演
説
は
、
共
和
党
で
は
三
〇
分
間
、
民
主
党
で
は
二
〇
分
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
補
助
推
薦
演
説
（seconding speeches

）
は
、

共
和
党
で
は
四
名
の
演
説
者
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
民
主
党
で
は
、
補
助
推
薦
演
説
者
の
数
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。
補
助

推
薦
演
説
を
す
る
時
間
は
、
共
和
党
も
民
主
党
も
演
説
者
一
名
に
つ
き
五
分
間
と
な
っ
て
い
る
。
推
薦
演
説
は
、
彼
等
の
支
持
す
る
大
統

領
候
補
者
を
絶
讃
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
代
議
員
に
強
い
印
象
を
与
え
る
美
辞
麗
句
で
綴
ら
れ
た
名
調
子
の
弁
舌
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
推
薦
演
説
は
、
臨
時
議
長
が
弁
ず
る
基
調
演
説
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
推
薦
演
説
者
が
弁

ず
る
一
言
半
句
に
対
し
て
会
場
の
代
議
員
達
か
ら
破
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
喝
采
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
連
打
す
る
大
鼓
の
音
で
会
場
は
、

全
米
大
学
対
抗
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
試
合
以
上
の
騒
然
た
る
も
の
に
な
る
。
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て
の
示
威
行
動
は
、
見
事
な
馬
鹿
騒
ぎ
で
あ

る
と
い
う
以
外
に
表
現
の
し
よ
う
が
な
い
。
大
統
領
候
補
者
の
名
前
が
す
べ
て
出
揃
う
と
、
全
国
政
党
大
会
の
最
も
重
要
な
役
割
で
あ
る

一
名
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
投
票
行
程
に
入
る
。
全
国
政
党
委
員
会
書
記
長
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
を
筆
頭
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に

各
州
の
代
議
員
た
ち
に
点
呼
投
票
（roll call

）
を
求
め
る
。
こ
の
点
呼
投
票
の
際
に
、
各
州
の
代
議
員
代
表
（
州
知
事
や
著
名
人
な
ど
）
は
、

自
州
を
絶
賛
す
る
機
知
に
富
ん
だ
短
い
演
説
を
し
て
か
ら
彼
等
が
支
持
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
口
頭
で
投
票
す
る
。
一
九
八
〇
年
の

民
主
党
全
国
政
党
大
会
と
一
九
八
四
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
以
来
、
両
党
は
代
議
員
拘
束
制
な
い
し
は
代
議
員
誓
約
制
を
採
用
し
て

二
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き
た
の
で
、
い
ず
れ
か
の
候
補
者
が
各
州
で
行
わ
れ
た
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
の
代
議
員
を
獲
得
し
て
し
ま
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
一
名
を
最
終
的
に
指
名
す
る
行
程
は
、
そ
れ
程
の
重
大
な
意
義
を
も
た
な
く
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
全
国
政
党
大
会
で
は
、
各
州
で
開
催
さ
れ
た
党
員
集
会
や
予
備
選
挙
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
る
大
統
領

候
補
者
を
形
式
的
に
指
名
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
候
補
者
も
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総

数
の
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
行
程
は
、
熱
気
を
帯
び
た
も
の

に
な
る
。
い
ず
れ
か
の
候
補
者
が
代
議
員
総
数
の
過
半
数
票
を
獲
得
す
る
ま
で
、
点
呼
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

点
呼
投
票
で
投
じ
ら
れ
た
票
は
、
す
べ
て
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
票
集
計
が
終
了
す
る
や
否
や
投
票
結
果
が
発
表
さ
れ
る
。
現
職
の

大
統
領
が
立
候
補
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
回
目
の
投
票
で
決
着
が
つ
く
が
、
し
ば
し
ば
票
数
が
数
名
の
大
統
領
候
補
者
に
割
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
大
統
領
候
補
者
も
過
半
数
票
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
繰
り
返
し
投
票
が
行
わ
れ
る
。
大
抵
、
初
回
投
票

で
有
力
で
な
い
候
補
者
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
有
力
候
補
者
の
二
、
三
名
が
競
う
こ
と
に
な
る
。
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
る
間

も
有
力
候
補
者
が
い
る
州
の
交
渉
委
員
は
、
絶
え
ず
他
の
州
の
代
議
員
に
働
き
か
け
て
約
束
を
と
り
つ
け
る
。
全
国
政
党
大
会
開
催
中
に

は
頻
繁
に
こ
の
交
渉
委
員
に
よ
る
働
き
か
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
党
の
大
統
領
候
補
者
が
決
定
す
る
ま
で
交
渉
が
続
行
さ
れ
る
。
代

議
員
拘
束
制
や
代
議
員
誓
約
制
が
導
入
さ
れ
る
以
前
で
は
、
二
回
な
い
し
は
三
回
の
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ

れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
民
主
党
の
共
和
党
も
代
議
員
誓
約
制
を
採
択
し
て
い
る
の
で
、
一
回
か
二
回
の
投
票

で
党
の
大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
八
月
二
八
日
、
共
和
党
全
国
政
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で

ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
が
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
八
月
三
〇
日
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
公
式
に
指

名
を
受
諾
し
た
。
一
方
、
民
主
党
で
は
、
全
国
政
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で
出
席
し
た
五
、五
五
六
名
の
代
議
員
の
満
場
一
致
で
現
職
大

二
八



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
四
五
）

統
領
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
が
指
名
さ
れ
た
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
と

オ
ハ
イ
オ
州
が
点
呼
投
票
（roll call

）
を
終
え
た
時
点
で
指
名
に
必
要

な
代
議
員
総
数
の
半
数
に
当
た
る
二
、七
七
八
票
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ

候
補
者
に
投
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
代
議
員
た
ち
が
退
場
を

し
始
め
て
い
た
が
、
点
呼
投
票
は
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
最
後
に
ワ
イ

オ
ミ
ン
グ
州
の
代
議
員
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
に
点
呼
投
票
し
た

と
き
に
は
、
会
場
は
が
ら
す
き
に
な
っ
て
い
た
（
20
）

。

ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
は
、
発
声
投
票
で
副
大
統
領
に

指
名
さ
れ
た
。

5
）
副
大
統
領
候
補
者
指
名

大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
と
、
引
き
続
い
て
副
大
統
領
候
補
者

が
指
名
さ
れ
る
。
副
大
統
領
候
補
者
の
指
名
行
程
は
、
極
め
て
簡
単
で

あ
っ
て
、
大
統
領
候
補
者
の
指
名
の
と
き
ほ
ど
熱
が
入
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
各
州
の
党
員
集
会
あ
る
い
は
各
州
の
予
備
選
挙
で
副
大
統
領

候
補
者
と
し
て
の
支
持
を
受
け
て
全
国
政
党
大
会
に
臨
む
候
補
者
が
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
副
大
統
領
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法

上
い
か
な
る
重
要
な
権
限
や
職
務
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
単
に
大
統

図表 1　2012年共和党全国政党大会候補者指名投票結果

候補者 第 1回投票 率

ミット・ロムニィ（Mitt Romney） 2,061 90.16%

ロン・ポール（Ron Paul） 190 8.31%

リック・サントロン（Rick Santorum） 9 0.39%

マイケル・バックマン（Michele Bachmann） 1 0.04%

ジョン・ハンツマン（Jon Huntsman） 1 0.04%

バッディ・ローマー（Buddy Roemer） 1 0.04%

棄権 13 0.57%

不明（報告なし） 8 0.35%

未投票 1 0.04%

未決定 1 0.04%

総投票数 2,286 100.00%

上記の図表は http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National Convention
から抜粋した図表に基づいて作成したものである。
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領
の
ス
ペ
ア
ー
・
タ
イ
ヤ
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
権
限
の
な
い
地
位
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
誰
も
注
目

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
は
、
大
統
領
候
補
者
の
そ
れ
と
殆
ど
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
副
大
統
領
候
補
者
の
名
前
が
掲
げ
ら

れ
て
点
呼
が
と
ら
れ
る
。
推
薦
演
説
お
よ
び
補
助
推
薦
演
説
が
な
さ
れ
て
か
ら
投
票
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
推
薦
演
説
の
時
間

は
、
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
薦
演
説
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
レ
ー
ド
も
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。
概
し
て
、
副

大
統
領
候
補
者
の
指
名
に
ま
つ
わ
る
抗
争
は
、
激
し
い
も
の
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
大
統
領
候
補
者
に
選
ば
れ
た
者
が
、
副
大
統
領
候

補
者
の
指
名
に
関
し
て
有
力
な
発
言
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
統
領
候
補
者
が
副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
大
統
領
候
補
者
が
特
定
の
人
材
を
副
大
統
領
候
補
者
に
推
薦
す
る
と
、
大
多
数
の
代
議
員
は
、
大
統
領
候

補
者
の
意
見
に
従
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
は
、
簡
単
か
つ
敏
速
に
進
行
す

る
。
一
九
四
四
年
、
民
主
党
で
は
副
大
統
領
候
補
者
と
し
て
ハ
ー
リ
ィ
・
ト
ル
ー
マ
ン
（H

arry S
. T
rum
an

）
を
指
名
す
る
か
、
そ
れ
と

も
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ォ
ー
レ
ス
（G
eorge C

. W
allace

）
を
指
名
す
る
か
で
か
な
り
の
論
争
が
あ
っ
た
。
同
様
に
、
一
九
五
六
年
、
再
び
民

主
党
の
全
国
政
党
大
会
で
は
、
副
大
統
領
候
補
者
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
（John F

. K
ennedy

）
を
指
名
す
る
か
、
そ
れ
と
も
エ
ス

テ
ス
・
ケ
フ
ォ
ー
ヴ
ァ
ー
（E

stes K
efauver

）
を
指
名
す
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
白
熱
し
た
（
21
）

。
い
か
な
る
人
材
が
副
大
統
領
候
補
者
に

指
名
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
概
し
て
大
統
領
候
補
者
指
名
投
票
で
対
抗
馬
と
し
て
競
っ
た
が
、
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
候
補
者
が
指
名
さ
れ

が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
大
統
領
選
挙
で
全
国
平
均
し
て
得
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
票
の
均
衡
（
22
）

」（balance of 

tickets

）
を
保
つ
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
が
北
部
出
身
の
者
で
あ
れ
ば
、
副
大
統
領
候
補
者
は
南
部
出
身
者
か
西
部
出
身
者
の
中
か
ら

指
名
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

三
〇



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
四
七
）

三
、
投
票
者
の
政
党
支
持
と
投
票
動
向

1
．
政
党
支
持

二
〇
一
二
年
、
大
統
領
選
挙
の
投
票
日
の
直
前
の
一
一
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
に
行
っ
た
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
（
23
）

に
よ
る
と
、
民
主
党
支
持

者
が
三
五
％
、
共
和
党
支
持
者
が
三
〇
％
、
無
党
派
が
三
三
％
、
第
三
政
党
と
呼
ば
れ
る
諸
々
の
小
政
党
支
持
者
が
二
％
で
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
の
有
権
者
の
政
党
帰
属
意
識
（political party identifi cation / affi  liation

）
は
、
特
定
の
政
党
に
対
す
る
忠
誠
心
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
自
己
の
政
治
的
立
場
や
見
解
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
候
補
者
が
掲

げ
た
政
策
や
突
発
的
な
事
件
に
よ
っ
て
、
民
主
党
か
共
和
党
の
候
補
者
に
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
換
え
る
よ
う
に
分
割
投
票
す
る
投
票
者
で
も

あ
る
。
ま
た
、
無
党
派
と
名
乗
る
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
政
治
に
無
関
心
な
人
た
ち
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
は
民
主
党
か
共
和
党
の
い

ず
れ
か
の
政
党
に
帰
属
意
識
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
が
、
ア
メ
リ
カ
二
大
政

党
の
政
権
交
代
の
潤
滑
油
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
今
日
で
も
、
人
種
（race

）、
民
族
（ethnicity

）、
性
別
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

年
齢
な
ど
の
区
分
に
よ
る
有
権
者
の
グ
ル
ー
プ
帰
属
意
識
が
、
政
党
支
持
や
投
票
行
動
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

1
）
人
種
と
民
族

一
九
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
提
唱
し
た
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
以
来
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
は
、
圧
倒
的
な

民
主
党
支
持
者
で
あ
っ
た
。
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
黒
人
が
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
、
連
邦
議
会
議
員
候
補
者
、
州
知
事
候
補
者
、

州
議
会
議
員
候
補
者
、
市
議
会
議
員
候
補
者
を
支
持
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
九
五
％
の
黒
人
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
候
補

者
に
投
票
し
た
。
一
方
、
キ
ュ
ー
バ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
同
じ
ラ
テ
ン
系
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
プ
エ

三
一
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ト
・
リ
コ
人
が
民
主
党
支
持
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
共
和
党
支
持
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
分
裂
動
向
が
二
〇
一
二
年
に
顕
著
に
現
れ
た
。
民
主
党

の
オ
バ
マ
候
補
者
に
七
一
％
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が
投
票
し
た
。
そ
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
含
む
二
七
％
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が

共
和
党
の
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
七
三
％
の
有
権
者
が
民
主
党
の
オ
バ
マ
民
主
党
候
補
者
に
投

票
し
た
の
に
対
し
て
二
六
％
の
者
し
か
共
和
党
の
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
な
い
（
25
）

。

2
）
性
別

女
性
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
民
主
党
支
持
の
傾
向
に
あ
る
。
男
性
は
、
多
少
な
り
と
も
共
和
党
支
持
者
の
方
が
多
い
。
こ
の
性
別
に

よ
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
一
九
九
二
年
以
来
、
六
％
か
ら
一
一
％
程
度
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
に
は
、
女
性
の
四
七
％
の
者
が
民
主
党
の
ビ

ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
性
の
四
一
％
の
者
が
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
た
。

一
九
九
六
年
に
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
一
一
％
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
女
性
の
五
四
％
の
者
が
、
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し

た
の
に
対
し
て
、
男
性
の
四
三
％
の
者
し
か
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
和
党
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

ブ
ッ
シ
ュ
候
補
者
の
一
期
目
の
選
挙
の
と
き
の
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
男
性
の
五
三
％
の
者
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
た
が
、
女

性
の
四
三
％
の
者
し
か
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
さ
ら
に
縮
ま
っ
た
。
男
性
の

五
五
％
に
対
し
て
、
女
性
の
四
八
％
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
も
ギ
ャ
ッ
プ
が
縮
ま
っ
た
ま
ま
の
女
性
の

五
六
％
と
男
性
の
四
九
％
が
民
主
党
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
に
投
票
し
た
（
26
）

。
二
〇
一
二
年
に
は
、
男
性
の
四
五
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ

マ
に
投
票
し
、
男
性
の
五
二
％
が
共
和
党
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
た
。
そ
し
て
、
女
性
の
五
五
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ

に
投
票
し
、
女
性
の
四
四
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
た
。
こ
の
性
別
に
よ
る
政
党
支
持
の
偏
重
傾
向
は
、
既
婚
者
か
未

婚
者
か
で
逆
転
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年
で
は
、
既
婚
男
性
の
三
八
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
六
〇
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム

三
二
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ニ
ィ
に
投
票
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
未
婚
男
性
の
五
六
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
四
〇
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投

票
し
て
い
る
。
既
婚
男
性
は
、
圧
倒
的
に
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
。
一
方
、
未
婚
男
性
の
半
数
以
上
が
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
女
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
既
婚
女
性
の
四
六
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
五
三
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
に
投
票

し
て
い
る
。
未
婚
女
性
の
六
七
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
三
一
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

既
婚
女
性
の
半
数
以
上
が
保
守
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
未
婚
女
性
の
七
割
近
く
が
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
27
）

。

3
）
宗
教

ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
以
来
、
民
主
党
支
持
の
傾
向
が
強
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
九
〇
％
が
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
熱
狂
的
な
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
来
、
共
和
党
が
堕
胎
反
対
を

唱
え
出
し
て
か
ら
共
和
党
支
持
に
傾
い
て
き
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
共
和
党
支
持
で
あ
る
（
28
）

。

4
）
社
会
階
級

ア
メ
リ
カ
の
社
会
階
級
は
、
身
分
、
門
地
、
職
業
な
ど
が
絡
ま
な
い
と
こ
ろ
の
家
族
年
収
だ
け
で
区
分
け
さ
れ
て
い
る
の
で
、
理
解
し

易
い
。
資
産
家
や
年
収
が
二
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
高
給
取
は
、
概
し
て
、
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
。
年
収
が
三
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以

下
の
貧
困
家
庭
の
人
た
ち
の
約
七
割
が
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
年
収
が
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
中
産
階
級
に
帰
属
す
る
人
た
ち

は
、
概
し
て
、
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
（
29
）

。
し
か
し
、
資
産
家
や
中
産
階
級
層
の
人
た
ち
は
、
政
党
に
対
し
て
の
忠
誠
心
が
低
く
、
ス

イ
ッ
チ
・
ヒ
ッ
タ
ー
の
よ
う
に
民
主
党
の
候
補
者
に
投
票
し
た
り
、
共
和
党
の
候
補
者
に
投
票
し
た
り
す
る
分
割
投
票
を
す
る
投
票
者
で

も
あ
る
。

三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
五
〇
）

図表 2　2012年の大統領選挙時の投票者の投票動向

候補者 オバマ ロムニィ その他 総投票者中の率

支持 51% 47% 2% 100%

イデオロギー

リベラル 86% 11% 3% 25%

中道派 56% 41% 3% 40%

保守派 17% 82% 1% 35%

政党支持

民主党支持派 92% 7% 1% 38%

共和党支持派 6% 93% 1% 32%

無党派 45% 50% 5% 29%

性別

男性 45% 52% 3% 47%

女性 55% 44% 1% 53%

既婚・未婚

既婚男性 38% 60% 2% 29%

既婚女性 46% 53% 1% 31%

未婚男性 56% 40% 4% 18%

未婚女性 67% 31% 2% 23%

人種

白人 39% 59% 2% 72%

黒人 93% 6% 1% 13%

ヒスパニック 71% 27% 2% 10%

アジア系 73% 26% 1% 3%

その他 58% 38% 4% 2%

宗教

プロテスタント教徒 43% 56% 1% 51%

カトリック教徒 50% 48% 2% 25%

モルモン教徒 21% 78% 1% 2%

ユダヤ教徒 69% 30% 1% 2%

Other　その他 74% 23% 3% 7%

None　無宗教 70% 26% 4% 12%

ミサ礼拝

週一回以上 36% 63% 1% 14%

週一回 41% 58% 1% 28%

一ヶ月に数回 55% 44% 1% 13%

一年に数回 56% 42% 2% 27%

なし 62% 34% 4% 17%

三
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）

宗教上の意識

福音主義者 21% 78% 1% 26%

通常のキリスト教徒 60% 37% 3% 74%

年齢

18歳─24歳 60% 36% 4% 11%

25歳─29歳 60% 38% 2% 8%

30歳─39歳 55% 42% 3% 17%

40歳─49歳 48% 50% 2% 20%

50歳─64歳 47% 52% 1% 28%

65歳以上 44% 56% 0% 16%

性意識

同性愛主義者 76% 22% 2% 5%

異性愛主義者 49% 49% 2% 95%

教育

高校中退 64% 35% 1% 3%

高卒 51% 48% 1% 21%

大学中退 49% 48% 3% 29%

大卒 47% 51% 2% 29%

大学院 55% 42% 3% 18%

家族収入

年収30,000ドル以下 63% 35% 2% 20%

年収30,000─49,999ドル 57% 42% 1% 21%

年収50,000─99,999ドル 46% 52% 2% 31%

年収100,000─199,999ドル 44% 54% 2% 21%

年収200,000─249,999ドル 47% 52% 1% 3%

年収250,000ドル以上 42% 55% 3% 4%

居住地域

北東部 59% 39% 2% 21%

中西部 51% 47% 2% 24%

南部 44% 54% 2% 34%

西海岸 54% 43% 3% 21%

居住地の規模

大都市（人口500,000以上） 69% 29% 2% 11%

中都市（人口50,000─500,000） 58% 40% 2% 21%

郊外 48% 50% 2% 47%

町村（人口10,000─50,000） 42% 56% 2% 8%

過疎地域 37% 61% 2% 14%

上記の図表は、 Exit polls conducted by Edison Research of Somerville, N.J., for the National 
Election Pool, a consortium of ABC News, Associated Press, CBS News, CNN, Fox News, 
and NBC News に基づいて作成した。図表中の総投票数と地域区分による投票率は、“Votes 
by state”に基づいている。
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5
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

リ
ベ
ラ
ル
派
の
人
た
ち
は
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
自
分
は
保
守
主
義
者
で
あ
る
と
名
乗
る
者
は
、
共
和
党
に
帰
属
意
識
を
持
っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
主
党
の
政
策
が
貧
困
層
の
人
た
ち
を
救
う
福
祉
政
策
を
打
ち
出
し
て
富
の
分
配
を
平
均
化
し
よ
う
と
す
る
リ
ベ

ラ
ル
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
共
和
党
の
政
策
は
企
業
家
や
資
産
家
に
有
利
な
減
税
政
策
を
打
ち
出
し
て
、
資
産
家
の
富

が
無
資
産
家
層
に
流
失
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
保
守
政
策
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
前
で
は
、
民
主
党
の
支
持
層

と
共
和
党
の
支
持
層
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
民
主
党
の
支
持
層
に
保
守
派
が
い
た
り
、
共
和
党
の
支
持
層
に
リ
ベ

ラ
ル
派
を
見
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
経
済
保
守
派
、
社
会
保
守
派
、
経
済
リ
ベ
ラ
ル
派
が
支

持
層
の
な
か
に
混
在
す
る
。
経
済
保
守
派
は
、
政
府
規
制
の
緩
和
や
減
税
に
関
心
が
あ
り
、
社
会
保
守
派
は
、
堕
胎
や
同
姓
結
婚
な
ど
の

社
会
問
題
に
関
心
が
あ
る
。
共
和
党
に
は
、
経
済
保
守
派
と
社
会
保
守
派
の
支
持
が
あ
る
。
民
主
党
に
も
社
会
福
祉
に
対
す
る
政
府
支
出

を
歓
迎
す
る
経
済
リ
ベ
ラ
ル
派
と
銃
規
制
に
は
保
守
的
で
あ
る
社
会
保
守
派
が
含
ま
れ
て
い
る
（
30
）

。

6
）
居
住
地
域

南
北
戦
争
（
一
八
六
一
│
一
八
六
五
年
）
時
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
南
部
は
、
確
固
た
る
保
守
派
の
民
主
党
の
地
盤
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
に
公
民
権
運
動
が
起
こ
っ
た
と
き
、
南
部
の
白
人
保
守
派
の
巣
窟
で
あ
っ
た
民
主
党
が
、
公
民
権
問
題
、
堕
胎
、
学
校
で

の
祈
祷
、
そ
の
た
の
社
会
問
題
で
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
を
と
っ
た
。
そ
の
と
き
、
労
働
組
合
組
織
が
弱
体
化
し
て
い
た
南
部
で
労
働
組
合
を

強
化
さ
せ
る
た
め
の
目
的
も
手
伝
っ
て
、
共
和
党
結
成
運
動
が
起
こ
っ
て
、
南
部
共
和
党
が
誕
生
し
た
。
今
日
で
は
、
南
部
は
、
共
和
党

の
地
盤
に
な
っ
て
い
る
。
北
東
部
や
中
西
部
は
、
民
主
党
の
地
盤
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
を
中
心
と
す
る
西
部
沿
岸
地
域
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
ラ
テ
ン
系
人
口
が
増
加
し
た
た
め
に
、
共
和
党
の
地
盤
に
な
っ
た
（
31
）

。
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7
）
年
齢

年
齢
は
、
も
う
一
つ
の
政
党
支
持
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
若
者
の
過
半
数
は
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
一
八
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
若
者
の
六
〇
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
投
票
し
て
い
る
。
年
齢
が
高
く

な
る
ほ
ど
共
和
党
支
持
に
移
行
し
て
い
る
。

註（
1
） http://en.w

ikipedia.org/U
nited S

tates presidential E
lection, 2012

（
2
） 

大
統
領
選
挙
期
日
は
、
一
八
四
五
年
に
制
定
し
た
「
大
統
領
選
挙
法
」
に
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
、
①
翌
年
の
一
月
三
日
に
連
邦
議
会
の
会
期
が
始
ま
る
の
で
、
大
統
領
選
挙
を
一
一
月
の
初
旬
に
行
う
こ
と
は
、
議
員
に
と
っ
て
好
都
合

で
あ
る
。
②
一
日
は
、
給
料
日
で
あ
っ
た
の
で
、
投
票
日
に
す
る
の
を
避
け
た
。
③
日
曜
日
は
、
教
会
に
行
く
人
達
が
多
い
の
で
、
投
票
日
に
す
る

の
を
避
け
た
。
そ
こ
で
、
一
日
で
も
日
曜
日
で
も
な
い
一
一
月
初
旬
に
選
挙
を
行
う
た
め
に
、
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
と
し
た
。

（
3
） T

he P
residential E

lection A
ct of 1948: June 25, 1948, C

h. 644, 62 S
tat. 673.

（
4
） 

大
統
領
選
挙
人
の
総
数
は
、
五
三
五
で
あ
る
。
原
憲
法
に
は
大
統
領
選
挙
人
数
は
、
上
院
議
員
数
と
下
院
議
員
数
の
総
数
と
同
数
で
あ
る
（
憲

法
第
二
条
第
一
節
第
二
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
議
員
総
数
が
一
〇
〇
名
で
あ
り
、
下
院
議
員
総
数
が
四
三
五
名
で
あ
る
の

で
、
合
計
数
は
五
三
五
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
、
修
正
憲
法
第
二
三
条
に
よ
っ
て
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
も
三
名
の
大
統
領
選
挙
人
が
割
当
て
ら
れ

た
の
で
、
大
統
領
選
挙
人
総
数
が
五
三
八
と
な
っ
た
。

（
5
） 

い
ず
れ
の
候
補
者
も
大
統
領
選
挙
人
の
過
半
数
（
二
七
〇
）
を
得
票
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
上
位
得
票
者
三
名
以
内
を
選
ん
で
下
院
が
直
ち
に

大
統
領
を
選
出
す
る
。
大
統
領
が
下
院
で
選
出
さ
れ
る
場
合
、
四
三
五
名
の
下
院
議
員
が
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、
各
州
一
名
の
代
表
者
が
投
票
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
投
票
に
必
要
な
定
足
数
は
、
総
議
員
の
三
分
の
二
で
あ
る
。
代
表
者
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
総
投
票
数
の
過
半
数
を
得
票
し

た
候
補
者
が
大
統
領
に
当
選
す
る
（
修
正
憲
法
第
一
二
条
）。
一
名
の
代
表
者
を
選
出
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
規
定
が
な
い
。
し
た
が
っ
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て
、
各
州
の
議
員
は
、
代
表
者
の
選
出
方
法
を
決
定
し
て
、
代
表
者
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/Iow

a caucuses
（
7
） H

ow
ard R

. P
ennim

an, T
he A

m
erican P

olitical P
rocess, D

. V
an N

ostrand C
om
pany, Inc., P

rinceton, N
ew
 Jersey, 1962, 

p.101.

（
8
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
08/D

.phtm
l

お
よ
びhttp://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
08/R

.phtm
l

（
9
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 R

epublican N
ational C

onvention

お
よ
びhttp://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 D

em
ocratic 

N
ational C

onvention

（
10
） R

obert E
. D
iC
lerico and E

ric M
. U
slaner, F

ew
 A
re C

hosen: P
roblem

s in P
residential E

lection, M
cG
raw
-H
ill B

ook 

C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 1984, pp.32-33.

（
11
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/D

elegate

（
12
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
04/R

.phtm
l2004/03/12

（
13
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/D

elegate

（
14
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
15
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
16
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
17
） http://en.w
ikipedia.org/w

iki/U
nited_S

tates_presidential election, 2012

（
18
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
19
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/p12/R
-A
lloc.phtm

l2012/09/23, and http://w
w
w
.thegreenpapers.com

/p12/D
-A
lloc.

phtm
l2012/09/23

（
20
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 D

em
ocratic N

ational C
onvention

（
21
） W

illiam
 H
. Y
oung, O

gg and R
ay’s Introduction to A

m
erican G

overnm
ent, T

w
elfth E

dition, M
eredith P

ublishing C
om
pany, 
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五
）

N
ew
 Y
ork, 1962, p.222, footnote.

（
22
） 

全
国
的
に
満
遍
な
く
得
票
す
る
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
が
西
部
海
岸
出
身
者
で
あ
れ
ば
、
副
大
統
領
候
補
者
を
東
部
出
身
者
の
う
ち
か
ら
選

任
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
統
領
候
補
者
が
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
れ
ば
、
保
守
派
の
副
大
統
領
候
補
者
を
選
任
す
る
と
言
っ
た
よ
う
に
、
よ
り

多
く
の
社
会
階
層
の
有
権
者
を
取
り
込
む
配
慮
が
な
さ
れ
る
。
一
九
六
〇
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
で
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
出
身
の
リ
ベ
ラ
ル

派
の
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
大
統
領
候
補
者
に
選
出
さ
れ
た
と
き
、
テ
キ
サ
ス
州
出
身
の
保
守
派
の
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
副
大
統
領
候
補
者

に
指
名
さ
れ
た
。
一
九
七
二
年
、
共
和
党
は
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
出
身
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
を
大
統
領
候
補
に
選
出
し
た
と
き
、
メ
ア
リ
ラ

ン
ド
州
出
身
の
ス
ピ
ロ
・
ア
グ
ニ
ュ
ー
（S

piro T
. A
gnew

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
選
任
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
、
共
和
党
は
テ
キ
サ
ス
州

知
事
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge W
. B
ush

）
を
大
統
領
候
補
者
に
選
出
し
た
と
き
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
（
北
西
部
）
出
身

の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ェ
イ
ニ
ィ
（R

ichard B
. C
heney

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
選
出
し
た
。

（
23
） http://w

w
w
.gallup.com

/poll/15370 P
arty-A

ffi  liation aspx

（
24
） B

enjam
in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.327.

（
25
） E

xit polls conducted by E
dison R

esearch of S
om
erville, N

. J., for the N
ational E

lection P
ool, a consortium

 of A
B
C
 N
ew
s, 

A
ssociated P

ress, C
B
S
 N
ew
s, C
N
N
, F
ox N

ew
s, and N

B
C
 N
ew
s

（
26
） B

enjam
in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.328.

（
27
） E

xit polls conducted by E
dison R

esearch of S
om
erville, N

. J., for the N
ational E

lection P
ool, a consortium

 of A
B
C
 N
ew
s, 

A
ssociated P

ress, C
B
S
 N
ew
s, C
N
N
, F
ox N

ew
s, and N

B
C
 N
ew
s

（
28
） B
enjam

in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.328.

（
29
） Ibid., p.329.
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（
30
） Ibid., p.329.

（
31
） Ibid., p.330.
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